
提

出

者

山

花

郁

夫

平
成
十
二
年
十
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

二

〇

号

東
京
鉄
道
立
体
整
備
株
式
会
社
お
よ
び
小
田
急
小
田
原
線
連
続
立
体
交
差
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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東
京
鉄
道
立
体
整
備
株
式
会
社
お
よ
び
小
田
急
小
田
原
線
連
続
立
体
交
差
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
一

東
京
鉄
道
立
体
整
備
株
式
会
社
に
つ
い
て

一

国
が
Ｎ
Ｔ
Ｔ－

Ａ
資
金
を
交
付
し
て
い
た
東
京
鉄
道
立
体
整
備
株
式
会
社
（
以
下
第
三
セ
ク
タ
ー
と
い
う
）
は
、
本
年

三
月
解
散
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

二

平
成
十
一
年
第
三
セ
ク
タ
ー
は
設
立
当
初
、
連
続
立
体
交
差
事
業
の
施
行
と
と
も
に
、
駅
ビ
ル
（
経
堂
、
成
城
学
園

前
）
の
建
設
お
よ
び
そ
の
賃
貸
等
の
不
動
産
事
業
を
中
心
に
、
色
々
な
営
利
事
業
を
目
的
と
し
て
事
業
計
画
を
立
て
て
い

た
が
、
そ
の
事
業
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

事
業
計
画
は
状
況
の
変
化
に
伴
っ
て
変
化
し
て
い
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
推
移
を
解
散
に
至
る
ま
で
具
体
的
に
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。
と
り
わ
け
、
営
利
事
業
の
中
核
で
あ
る
駅
ビ
ル
の
計
画
に
つ
い
て
明
確
に
さ
れ
た
い
。

四

連
続
立
体
事
業
は
、
都
市
計
画
事
業
と
し
て
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
だ
け
が
施
行
す
る
と
、
道
路
法
等
に
基
づ
く

建
設
省
と
運
輸
省
と
の
協
定
（
以
下
建
運
協
定
と
い
う
）
第
一
条
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
第
三
セ
ク
タ
ー
が
ど
う
し
て
こ

の
事
業
を
施
行
出
来
る
の
か
、
そ
の
法
令
上
の
根
拠
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

五

Ｎ
Ｔ
Ｔ－

Ａ
資
金
は
、
所
謂
Ｎ
Ｔ
Ｔ
資
金
法
に
よ
り
公
共
事
業
に
限
り
無
利
息
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ

一



て
い
る
が
、
不
動
産
事
業
、
再
開
発
事
業
の
よ
う
な
典
型
的
収
益
事
業
を
目
的
と
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
、
い
か
な
る
法

律
上
の
根
拠
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
明
確
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
右
法
に
よ
り
国
か
ら
直
接
に
貸
し
付
け
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
何
故
財
団
法
人
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
を
介
し
て
貸
し
付
け
て
い
る
の
か
。

六

解
散
に
至
る
ま
で
貸
与
さ
れ
て
い
た
Ｎ
Ｔ
Ｔ－

Ａ
資
金
は
、
い
く
ら
に
な
る
か
経
年
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

第
三
セ
ク
タ
ー
が
解
散
し
た
場
合
、
そ
の
後
Ｎ
Ｔ
Ｔ－

Ａ
資
金
を
ど
こ
に
貸
し
付
け
る
の
か
。
そ
れ
は
い
か
な
る
法
令

上
の
根
拠
に
基
づ
く
の
か
。

八

第
三
セ
ク
タ
ー
が
解
散
し
た
場
合
、
連
続
立
体
交
差
事
業
お
よ
び
右
の
収
益
事
業
は
ど
こ
が
承
継
す
る
の
か
。
そ
の
法

令
上
の
根
拠
を
含
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

す
で
に
貸
し
付
け
ら
れ
て
い
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ－
Ａ
資
金
の
返
済
は
誰
が
行
う
の
か
。
ま
た
そ
の
法
令
上
の
根
拠
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

十

小
田
急
の
連
続
立
体
交
差
事
業
は
、
在
来
線
部
分
に
つ
い
て
は
五
十
二
・
五
％
、
線
増
部
分
は
日
本
鉄
道
建
設
公
団

が
、
そ
の
適
否
は
別
と
し
て
大
半
を
国
費
で
ま
か
な
っ
て
い
る
の
で
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
事
業
の
範
囲
や
そ
の
推
移
を
少

な
く
と
も
経
年
に
よ
り
第
三
セ
ク
タ
ー
あ
る
い
は
法
令
上
の
施
行
者
で
あ
る
東
京
都
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
か
。
い
る
と

二



す
れ
ば
文
書
に
よ
る
報
告
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
国
が
第
三
セ
ク
タ
ー
の
設
立
運
営
等

に
係
わ
っ
て
い
る
の
は
事
業
費
の
大
半
が
国
費
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
当
然
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
設
立
準
備
段
階
か
ら
解

散
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
国
が
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
て
行
っ
て
き
た
行
政
指
導
、
口
頭
指
導
な
ど
あ
ら
ゆ
る
指
導
に
つ

い
て
、
そ
の
指
導
内
容
お
よ
び
態
様
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

第
二

小
田
急
小
田
原
線
連
続
立
体
交
差
事
業
に
つ
い
て

一

小
田
急
小
田
原
線
（
喜
多
見
駅
付
近－

梅
ヶ
丘
駅
付
近
）
の
線
増
連
続
立
体
交
差
事
業
は
、
平
成
六
年
六
月
の
建
設
大

臣
の
事
業
認
可
に
よ
り
平
成
七
年
一
月
か
ら
高
架
橋
等
の
工
事
が
開
始
さ
れ
た
と
い
う
が
、
そ
の
通
り
か
。

二

右
事
業
の
施
行
者
は
建
運
協
定
第
一
条
に
よ
れ
ば
東
京
都
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
通
り
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
が
大
成
建
設
等
に
発
注
し
て
工
事
を
「
施
行
」
し
て
い
る
現
実
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の

か
。
「
委
任
」
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
故
許
さ
れ
る
の
か
。

三

こ
の
認
可
は
線
増
部
分
の
高
架
橋
等
と
そ
の
敷
地
な
ら
び
に
鉄
道
と
立
体
交
差
す
る
こ
と
に
な
る
道
路
部
分
が
除
外
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
な
に
か
。

四

建
設
大
臣
は
右
許
可
以
来
、
右
線
増
部
分
の
事
業
主
体
は
日
本
鉄
道
建
設
公
団
で
あ
る
こ
と
を
東
京
地
方
裁
判
所
等
で

三



除
外
し
た
理
由
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
通
り
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
法
令
は
な
に
か
。

五

し
か
し
、
右
線
増
部
分
に
つ
い
て
も
小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
が
施
工
し
て
い
る
現
実
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の

か
。
「
委
任
」
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
故
許
可
さ
れ
る
の
か
。

六

線
増
部
分
の
事
業
は
連
続
立
体
交
差
事
業
の
一
部
で
は
な
い
の
か
。

七

国
が
右
連
続
立
体
交
差
事
業
に
対
し
て
付
与
し
た
建
運
協
定
等
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
補
助
金
の
額
を
平
成
十
一
年

度
ま
で
年
度
毎
に
用
地
費
と
工
事
費
を
区
分
し
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
線
増
部
分
が
在
来
線
部
分
と

は
違
う
日
本
鉄
道
建
設
公
団
が
施
工
す
る
「
別
の
事
業
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
違
い
を
右
事
業
の
都
市
計
画
決
定

（
平
成
五
年
二
月
一
日
東
京
都
告
示
一
〇
五
号
）
平
面
図
、
標
準
横
断
図
に
基
づ
き
、
在
来
線
部
分
、
線
増
部
分
が
明
確

に
な
る
よ
う
に
示
さ
れ
た
い
。
そ
の
上
で
、
同
公
団
が
右
に
対
し
支
出
し
た
金
額
を
同
じ
く
平
成
十
一
年
度
ま
で
用
地
費

と
工
事
費
を
区
分
し
て
、
年
度
毎
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
第
一
の
第
三
セ
ク
タ
ー
が
右
連
続
立
体
交

差
事
業
に
つ
い
て
右
線
増
部
分
を
含
め
て
資
金
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ－

Ａ
資
金
）
を
投
入
し
て
い
る
の
で
、
在
来
線
と
線
増
部
分
の

内
訳
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
同
じ
く
平
成
十
一
年
度
ま
で
用
地
費
と
工
事
費
を
区
分
し
て
年
度
毎
に
具
体
的
に
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

四



八

右
認
可
当
時
、
地
下
方
式
の
方
が
環
境
、
事
業
費
、
事
業
期
間
等
の
点
に
お
い
て
高
架
方
式
よ
り
優
位
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
建
運
協
定
第
一
〇
条
等
を
活
用
す
れ
ば
地
表
空
間
を
緑
地
化
す
る
な
ど
、
す
ぐ
れ
た
都
市
環
境
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
高
架
方
式
を
基
本
と
す
る
右
事
業
を
認
可
し
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

五


